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被保険者が親族の死亡・危篤等により緊急に一時帰国した場合に、保険契約者または被保
険者（補償の対象となる方）が負担した費用（往復の航空運賃等交通費、宿泊施設の客室料
および諸雑費等）を補償する特約です。

上記のような場合で被保険者が緊急に一時帰国した場合に負担した費用を補償します。
（注）これらの事由は、３か月以上の海外渡航により被保険者が海外にいる間に生じた場合にかぎります。

・緊急一時帰国費用補償特約のみではご契約いただけません。
・帯同する家族についても補償する場合は緊急一時帰国費用補償特約と家族緊急一時帰国費用追加補償特約を併せ

てセットしてください。特約をセットすることで帯同する家族を被保険者に追加することができます。詳細および保険料に
つきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

・この特約は保険期間が３か月以上の海外渡航者（海外駐在員、海外留学者等で旅行中の滞在先が特定できる方。）の
海外旅行総合保険にセットできます。

・この特約は「数次海外旅行者に関する特約」および「旅行変更費用補償特約」と同時にセットすることはできません。
・保険期間の途中でこの特約を追加または削除することはできません。
・この特約の責任期間は、海外渡航期間開始時または保険期間の初日の午前０時のいずれか遅い時に始まり、海外
渡航期間終了時または保険期間の末日の午後12時のいずれか早い時に終わります。ただし、保険料領収前に保険
事故が発生していた場合または裏面「保険金をお支払いする主な場合」の①または②の原因が発生していた場合の
いずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、緊急一時帰国費用保険金をお支払いできません。
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■用語のご説明

旅行行程開始後、被保険者が最初の出国手続を完了した時から、海外旅行の目的を終え最終目的国の入国手
続を完了した時までをいい、一時帰国している期間を除きます。ただし、その出国からその入国までの期間が、３
か月以上の場合にかぎります。

海外渡航期間

保険期間中でかつ海外渡航期間中をいいます。責任期間

保険証券記載の地域における被保険者の居住の用に供される海外の住宅をいいます。海外の住宅

重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると医師が判断した場合をいいます。危篤

航空券または乗船券等をいい、利用する日時が特定されているものをいいます。航空券等

定義用語

海外旅行総合保険

■特約セット時の注意事項

このチラシは緊急一時帰国費用補償特約（オプション）の概要を説明したものです。必ず海外旅行総合保険パン
フレットとあわせてご確認ください。緊急一時帰国費用補償特約のみではご契約いただけません。



次の①から④までに該当する場合は保険金をお支払いできません。
①次のア．またはイ．のいずれかに該当する事由によって上記「保険金をお支払いする主な場合」の①から③までのいずれかに該当し

たことにより発生した費用。

ア．保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
イ．緊急一時帰国費用保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が緊急一時帰国費用保険金の一部の

受取人である場合は、緊急一時帰国費用保険金を支払わないのはその方が受け取るべき金額にかぎります。

②上記「保険金をお支払いする主な場合」の①または②の原因が海外渡航期間開始時または保険期間の開始時のいずれか遅い時よ
り前に生じていた場合

③上記「保険金をお支払いする主な場合」の①から③までのいずれかに該当した時以前に帰国のために利用する交通機関の航空券
等の購入の予約がなされ、または購入されており、その航空券等を利用して一時帰国した場合

④同一原因により複数回一時帰国した場合の、２回目以降の一時帰国費用。ただし次の場合を除きます。
ア．危篤で一時帰国し再び海外に戻った後、危篤となった方が死亡し一時帰国した場合は、別の原因による一時帰国として取り扱

います。
イ．危篤で一時帰国し再び海外に戻った後、同一人が再び危篤となったため一時帰国したところ帰国後30日以内に危篤となった

方が死亡された場合は、２回目以降の一時帰国についても補償します。
など

★このチラシは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、
取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

★被保険者となる方にもこのチラシに記載した内容をお伝えください。
また、ご契約の際には、ご家族の方にもご契約内容をお知らせくだ
さい。

お問い合わせ先

〒160-8338  東京都新宿区西新宿1-26-1  
TEL.03(3349)3111
ホームページアドレス http://www.sompo-japan.co.jp

（SJ11-20572 2011.11.21）

保険金をお支払いする主な場合

保険金をお支払いできない主な場合

被保険者が次の①から③までのいずれかに該当したことにより緊急に一時帰国(※)したために保険契約者または被保険者が負担した
費用を緊急一時帰国費用保険金としてその費用の負担者にお支払いします。
①責任期間中に被保険者の配偶者または被保険者の２親等内の親族が死亡された場合
②責任期間中に被保険者の配偶者または被保険者の２親等内の親族が危篤となった場合
③責任期間中に被保険者の配偶者または被保険者の２親等内の親族が搭乗する航空機または船舶が行方不明になった場合または

遭難した場合
（※）「緊急に一時帰国」とは、上記①から③までのいずれかに該当した日からその日を含めて10日を経過した日までに海外渡航期間

中に一時帰国するための入国手続を完了し、かつ入国手続を完了した日からその日を含めて30日以内に再び海外の住宅へ赴

く帰国をいいます。
ただし、交通機関等が第三者による不法な支配を受けた場合等は、社会通念上妥当な日数を限度として入国手続までの日数を
延長することができます。

（注１）上記①から③までの被保険者と被保険者以外の関係は①から③までのいずれかに該当した時におけるものをいいます。ただし、
その日を含めて30日以内に被保険者が婚姻の届出をした場合は、その配偶者を①から③までのいずれかに該当した時におい
て被保険者の配偶者であったものとみなします。

<お支払い対象となる費用>
お支払い対象となる費用とは、次のア．またはイ．に掲げるものをいいます。
ア．航空運賃等交通費

被保険者の一時帰国に要する通常の経路による航空機、船舶等の往復運賃をいいます。

イ．宿泊施設の客室料および諸雑費
a．宿泊施設の客室料とは、一時帰国の行程および一時帰国した地における被保険者の宿泊施設の宿泊料をいい、かつ、14日分

を限度とします。
b．諸雑費とは、国際電話料等通信費、渡航手続費（旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。）、一時帰国した地における

交通費等をいいます。
c．a．およびｂ．の費用は合計して20万円を限度とします。

（注２）上記ア．およびイ．の費用のうち、保険契約者または被保険者が支出した費用のうち社会通念上妥当な部分についてのみお支
払いします。

（注３）お支払いする保険金額は１回の一時帰国につき保険証券記載の緊急一時帰国費用保険金額が限度となります。

以下は「保険金をお支払いする主な場合」、「保険金をお支払いできない主な場合」です。詳細につきましては、ポケットガイド
（ご契約のしおり・約款集）をご確認ください。



欧州・アフリカ
北米・中米・南米

オセアニア・中近東
アジア地域

１００万円７０万円４０万円保険金額

１４８,８００円１０４,１６０円５９,５２０円５年

１１９,０４０円８３,３３０円４７,６２０円４年

８９,２８０円６２,５００円３５,７１０円３年

５９,５２０円４１,６６０円２３,８１０円２年

２９,７６０円２０,８３０円１１,９００円１年まで

２７,６８０円１９,３７０円１１,０７０円１１か月まで

２５,５９０円１７,９２０円１０,２４０円１０か月まで

２３,５１０円１６,４６０円９,４００円９か月まで

２１,４３０円１５,０００円８,５７０円８か月まで

１９,３４０円１３,５４０円７,７４０円７か月まで

１７,２６０円１２,０８０円６,９００円６か月まで

１５,１８０円１０,６２０円６,０７０円５か月まで

１３,０９０円９,１７０円５,２４０円４か月まで

１０,７１０円７,５００円４,２９０円３か月まで

保
険
期
間

保
険
料

■保険金額は、１回の緊急一時帰国ごとに適用されます。
■この特約は保険期間が３か月以上の海外渡航者（海外駐在員、海外留学者等で旅行中の滞在先が特定できる方）の海外

旅行総合保険にセットできます。

■傷害死亡保険金支払特約または傷害後遺障害保険金支払特約をセットする場合、傷害死亡保険金額または傷害後遺障
害保険金額は、緊急一時帰国費用保険金額と同額またはそれ以上の金額としてください。

■以下に掲載している保険金額以外をご希望の場合または家族緊急一時帰国費用追加補償特約をセットする場合の保険料
につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

■１年を超えるご契約において、保険料表に記載のない保険期間（１年６か月等）の保険料につきましては、取扱代理店また
は損保ジャパンまでお問い合わせください。

■保険金額は「往復の航空運賃＋20万円」を目安とし、150万円以下で設定してください。以下に掲載している渡航地域と保
険金額の設定はあくまで目安です。

■渡航地域が異なっても保険料は変わりません。

以下に掲載している保険料は緊急一時帰国費用補償特約のみの保険料となりますので、必ずその他の補償の
保険料をあわせてご確認ください。緊急一時帰国費用補償特約のみではご契約いただけません。

被保険者１名あたりの特約保険料例は以下のとおりです。

（SJ11-20572 2011.11.21）

〒160-8338  東京都新宿区西新宿1-26-1  
TEL.03(3349)3111
ホームページアドレス http://www.sompo-japan.co.jp

緊急一時帰国費用補償特約のご案内
海外旅行総合保険


